
千葉市こころの健康センター多目的室利用要領 （令和８年４月１日改正） 

 

１ 利用の要件 

（１）対象者 

市内の精神障害者団体及び精神保健福祉ボランティア団体等 

※ 市内在住・在勤・在学の精神障害者やその家族が半数以上を占める１０名以上の任意団体・

サークル または 精神障害者を対象とする障害福祉サービス事業者 等 

 

（２）利用人数 

１４０名以内 

※ スポーツ等のレクレーションでの使用の際は、事故防止等の安全確保のため、最低２名以上の付

き添いをお願いします。 

（３）利用時間 

午前（９時～１２時）・午後（１３時～１７時）の２コマ 

※ 設営・撤去時間含む 

（４）利用料金 

無料 

（５）利用手続 

初めてご利用される場合は、「団体登録申請書（様式１）」をご提出ください。 

 

（６）予約申込 

① 予約 

空き状況をホームページ等でご確認のうえ、下記へ「施設利用申請書（様式２）」を提出してく

ださい。 

千葉市こころの健康センター（窓口、メール、ＦＡＸにて） 

※ 公平な利用を図るため、１回の予約受付期間で、３コマ以上の予約申込はご遠慮ください。 

② 予約受付期間 

利用予定日が属する２か月前の１日から１０日まで 

（受付開始日が休庁日の場合は、翌開庁日から。受付終了日が休庁日の場合は、前開庁日まで。） 

③ 抽選 

同一の利用時間に申込が重複した場合は、利用予定日が属する２か月前の１５日（休庁日の場合

は、翌開庁日）に抽選を行います。 

④結果の通知 

利用予定日が属する２か月前の１５日（休庁日の場合は、翌開庁日）に、利用団体へ予約結果を

通知します。 



 

（７）随時申込 

予約申込の結果通知日以降、利用予定日の前日まで随時申込を受け付けます。空き状況を、千葉市

こころの健康センターへ予め問い合わせのうえ、下記提出先へ「施設利用申請書（様式２）」をご提

出ください。 

 千葉市こころの健康センター（窓口、メール、ＦＡＸにて） 

 

２ 利用に際してのお願い 

（1）利用責任者は、使用前、使用後は必ず事務室までご連絡ください。 

（2）使用時間を厳守してください。 

（3）準備と後片付けは、使用時間内で行ってください。 

（4）原則として、用具等は各自でご用意してください。 

（5）貴重品は、各自の責任で管理してください。 

（6）ゴミ等は、各自でお持ち帰りください。 

（7）事故等があった場合は、ただちに使用中止し、事務室にご連絡ください。 

（8）器具等を破損した場合は、ただちに事務室へ報告し判断を仰いでください。 

（9）通路に荷物等を置いたり、立ち止まっての会話等はご遠慮ください。 

（10）キャンセルの場合は、必ず千葉市こころの健康センターまでご連絡ください。 

（11）スポーツ等で使用する際は、運動に適した服装・運動靴でご利用ください。 

（12）スポーツ等で使用した後は、床のモップ掛けをしてください。 

（13）球技等で使用する際は、壁や柱に十分注意することと、付添いの方のサポートをお願いします。 

（14）スポーツ等で利用する際に周囲での見学についても、事故のないようにご注意ください。 

（15）傷害保険には加入しておりませんので必要な場合は各団体でご加入ください。 

（16）営利を目的とした場合は、ご利用できません。 

 

 

【問い合わせ】 

◇千葉市こころの健康センター  〒261-0003 美浜区高浜 2-1-16  

℡043-204-1582 FAX043-204-1584   e-mail kokoronokenko.HWS@city.chiba.lg.jp 


